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幅l
えにこ間 休憩働時労聞がノ¥ 和働あとがし 実
らはれと

1134 れる所、が実は法第時問〉

-と 、障と手待時聞を の休 定 日 労十 八 九しそさし 義 l条憩 労 入 働四
時間を

。てのれて と
二取他て話 は義意〉時働時時条

問時間聞に ニ扱のい， 単

11 I鶏を聞をのお 超 重第う拘る か 含ι に
含の超意け え

r』 束時閲時間離れら 作業め途えでる る

~ て中るあ労
場A‘ 七と の 働者ず労に

少 に 場 り働 3且〔は意る 従事
な与合、時 の 昭労でこ

〈
一
昼
夜
交
替
の
休
憩
〉

問
一
昼
夜
交
替
制
は
労
働
時
間
の

延
長
で
な
く
二
日
間
の
所
定
労
働

時
間
を
継
続
し
て
勤
務
す
る
場
合

で
あ
る
か
ら
法
第
三
十
四
条
(
休

憩
の
規
定
)
の
条
文
の
解
釈
(
一

日
の
労
働
時
聞
に
対
す
る
休
憩
の

規
定
と
解
す
る
)
に
よ
り
一
日
の

所
定
労
働
時
間
に
対
し
て
一
時
間

以
上
の
休
憩
を
与
え
る
べ
き
も
の

と
解
し
て
二
時
間
以
上
の
休
憩
時

間
を
労
働
時
間
の
途
中
に
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
の
見
解
は
如
何
。

答
一
昼
夜
交
替
制
に
お
い
て
も
法

律
上
は
、
労
働
時
間
の
途
中
に
お

い
て
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
休

憩
を
与
え
れ
ば
よ
い
。
〔
昭
和
二

三
。
五
・
一

O
基
収
第
一
五
八
二

く
と
も
一
時
間
の
休
憩
時
聞
が
与
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。
〔
昭
和
二
二
。
一
一
・
ニ

七
基
発
第
四

O
一
号
、
昭
和
二
六
。

一
O
-
二
三
基
収
第
五

O
五
八
号
〕

〈
教
員
の
休
憩
時
間
〉

問
小
学
校
教
員
の
授
業
の
合
間
の

〈
夜
間
の
睡
眠
時
間
〉

問
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
(
昭
和
五
六
年

労
働
省
令
第
五
号
)
附
則
第
二
条

第
二
項
の
「
夜
間
継
続
四
時
間
以

上
の
睡
眠
時
間
」
は
、
法
第
三
十

四
条
の
休
憩
時
間
中
に
含
ま
れ
る

よ

μ

。ま
た
、
そ
れ
が
深
夜
に
わ
た
る

場
合
で
あ
っ
て
も
深
夜
割
増
賃
金

を
支
払
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て

よ
い
か
。

答
夜
間
継
続
四
時
間
以
上
の
睡
眠

時
聞
は
、
法
第
三
十
四
条
に
い
う

休
憩
時
間
と
し
て
取
扱
っ
て
支
障

は
な
い
。
後
段
は
、
見
解
の
と
お

り
。
〔
昭
和
二
三
。
三
・
三
一
基

収
第
八
八
六
号
、
昭
和
二
三
・
図
。

五
基
発
第
五
四
一
号
〕

号〕
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〈
貨
物
運
送
事
業
に
お
け
る
手
あ
き
時
間
〉

問
弊
社
は
、
郵
政
省
と
郵
便
物
運

送
の
請
負
契
約
を
結
び
、
自
動
車

に
よ
り
郵
便
物
を
運
送
す
る
会
社

で

あ

る

。

.

し
た
が
っ
て
自
動
車
の
発
着
時

刻
は
、
郵
政
省
か
ら
指
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
発
着
時
刻
は
、
郵
便

物
の
疎
通
を
主
眼
と
し
て
設
定
さ

れ
る
関
係
上
自
動
車
に
乗
務
す
る

運
転
士
及
び
助
手
は
、
服
務
時
間

中
に
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
る
手
あ

き
時
間
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
手
あ
き
時
間
の
中
に
休
憩
時••.• ••••• 
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休
憩
時
聞
は
休
憩
と
み
て
差
支
え

な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
う
み
る
べ

き
か
。

答
授
業
の
合
間
の
休
憩
時
間
が
自

由
に
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
時

間
で
あ
れ
ば
、
法
第
三
十
四
条
に

い
う
休
憩
時
閣
で
あ
る
。
〔
昭
和

二
三
-
五
。
一
四
基
発
第
七
六
九

号〕

〈
一
せ
い
休
憩
除
外
許
可
基
準
〉

第
二
項
の
許
可
は
概
ね
次
の
基
準

に
よ
っ
て
取
扱
う
こ
と
。

付
交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る

場
合
は
許
可
す
る
こ
と
。

。
石
油
コ
ソ
ピ
ナ
l
ト
、
原
子
力

発
電
所
等
に
お
け
る
計
器
監
視
そ

の
他
危
害
防
止
上
必
要
な
も
の
に

2 

一
せ
い
休
憩

間
一
時
間
を
設
け
て
い
る
が
、
こ

の
度
こ
の
手
あ
き
時
聞
が
労
働
基

準
法
に
い
う
休
憩
時
間
で
あ
る
こ

と
を
就
業
規
則
等
に
明
確
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

解
釈
し
て
差
支
え
な
い
か
当
局
の

見
解
を
伺
い
た
く
照
会
す
る
。

答
御
照
会
の
手
あ
き
時
聞
に
つ
い

て
は
、
労
働
者
が
自
由
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
時
間
で
あ
れ
ば
、

法
第
三
十
四
条
に
い
う
休
憩
時
間

で
あ
る
。
〔
昭
和
三
九
。
一

O
。

六
基
収
第
六

O
五
一
号
〕

〈
同
一
作
業
場
内
の
一
せ
い
休
憩
除
外
〉

問
左
記
の
場
合
一
せ
い
休
憩
除
外

の
許
可
を
し
て
よ
い
か
。

コυ

一
、
一
部
の
作
業
場
の
従
業
員
を
甲
、

乙
二
組
に
分
け
て
交
替
に
休
憩
さ

せ
る
。

一
、
休
憩
と
作
業
と
の
関
係

甲
の
休
憩
中
は
乙
が
甲
の
分
を
、

乙
が
休
憩
中
は
甲
が
乙
の
分
を
合

せ
て
作
業
す
る
。
こ
の
場
合
他
組

の
作
業
に
対
し
て
は
、
監
視
の
み

に
と
ど
ま
り
故
障
の
未
然
防
止
に

あ
た
る
。

一
、
休
憩
設
備

作
業
場
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所

に
休
憩
所
を
設
備
し
、
各
組
共
自

つ
い
て
は
許
可
す
る
こ
と
。

臼
同
一
事
業
場
内
で
も
作
業
場
を

異
に
す
る
場
合
で
業
務
の
運
営
上

必
要
な
も
の
は
許
可
す
る
こ
と
。

〔
昭
和
二
二
白
九
。
二
ニ
発
基
第

一
七
号
〕
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〈
年
少
者
の
一
せ
い
休
憩
除
外
許
可
〉

問
法
第
四
十
条
規
則
第
三
十
一
条

に
よ
り
法
第
八
条
第
十
一
号
の
事

業
に
つ
い
て
は
法
第
三
十
四
条
第

二
項
の
規
定
は
排
除
さ
れ
一
せ
い

休
憩
を
与
え
な
い
で
も
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
該
事
業
の
満

十
八
歳
未
満
の
年
少
者
に
つ
い
て

由
に
休
憩
さ
せ
る
。

答
昭
和
二
十
二
年
九
月
十
三
日
付

発
基
第
十
七
号
の
一
せ
い
休
憩
除

外
の
許
可
基
準
に
関
す
る
通
牒
に

か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
の
自
由
利
用

が
妨
げ
ら
れ
ず
、
か
っ
、
労
働
強

化
に
わ
た
る
こ
と
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
実
態
を
備
え
て
い
る
場
合

に
限
り
許
可
し
て
差
支
え
な
い
。

な
お
、
本
件
許
可
は
、
申
請
の

休
憩
交
替
制
が
計
画
ど
お
り
実
施

さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
念
の
た
め
。
〔
昭
和

二
九
。
一
二
'
一

O
基
収
第
六
五

O
三
号
〕

〈
派
遣
労
働
者
の
場
合
〉

休
憩
時
間
を
一
せ
い
に
与
え
る
義

務
は
派
遣
先
の
使
用
者
が
負
う
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
派
遣
先
の
使
用
者

は
、
当
該
事
業
場
の
自
己
の
労
働
者

と
派
遣
中
の
労
働
者
と
を
含
め
て
、

全
体
に
対
し
て
一
せ
い
に
休
憩
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け

た
場
合
及
び
労
働
基
準
法
第
四

O
条

は
法
第
六
十
条
に
よ
り
法
第
四
十

条
の
規
定
が
排
除
さ
れ
一
せ
い
休

憩
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
当
該
年
少
者
に
係
る
法
第
三

十
四
条
規
則
第
十
豆
条
に
よ
る
許

可
申
請
に
対
し
て
は
許
可
し
て
差

支
え
な
い
か
。

答
見
解
の
通
り
で
あ
る
が
、
な
お

そ
の
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
昭

和
二
十
二
年
九
月
十
三
日
附
発
基

第
十
七
号
に
よ
ら
れ
た
い
。
〔
昭

和
二
三
・
二
-
二
基
収
第
二

九
七
一
号
〕

〈
休
憩
時
間
中
の
外
出
の
許
可
制
〉

問
休
憩
時
間
中
の
外
出
に
つ
い
て

所
属
長
の
許
可
を
受
け
さ
せ
る
の

は
法
第
三
十
四
条
第
三
項
に
違
反

す
る
か
。

〈
自
由
利
用
の
意
義
〉

休
憩
時
間
の
利
用
に
つ
い
て
事
業

場
の
規
律
保
持
上
必
要
な
制
限
を
加

え
る
こ
と
は
、
休
憩
の
目
的
を
害
わ

な
い
限
り
差
支
え
な
い
こ
と
。
〔
昭

和
二
二
。
九
-
二
ニ
発
基
第
一
七
号
〕

3 

自
由
利
用

に
基
づ
く
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第

三
一
条
に
お
い
て
一
せ
い
休
憩
の
原

則
が
適
用
除
外
さ
れ
て
い
る
業
種
の

事
業
に
当
た
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
な
お
、
許
可
に
つ
い
て
は
、

派
遣
中
の
労
働
者
に
関
し
て
別
途
に

受
け
る
必
要
は
な
い
こ
と
。
〔
昭
和

六
一
・
六
・
六
基
発
第
三
三
三
号
〕
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4
A
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・
3
K
3
1
3
4
4
f
J
3
1
4

て

.
答
事
業
場
内
に
お
い
て
自
由
に
休

息
し
得
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
違

法
に
は
な
ら
な
い
。
〔
昭
和
二
三
i

一
O
B
三
O
基
発
第
一
五
七
五
号
〕
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